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□今後のＦＡＸ不要 ※ご案内不要の方は左をチェックしていただき、大変お手数ですがＦＡＸ送信願います。

事業所名 FAX

『介護・障がい福祉サービス
W報酬改定の行方セミナー』

50名様限定

主催：上田公認会計士事務所

日本クレアス税理士法人 (担当：大塩) 大阪市中央区道修町１－７－1０ 扶桑道修町ビル３Ｆ TEL：06－6222－0030

お申し込みは FAXにて０６－６２２２－００３８までお送りください

会社名

ご住所

貴法人名

TEL FAX

参加者名 役職

郵便番号 ( － )

事業所名

参加者名 役職

E-mail @

※お申込み受付後、一週間以内に受講票をFAX送信いたします。 HP

3,000円 (資料代含む)

大阪市中央区大手前1-7-31
(京阪電車・大阪市営地下鉄

「天満橋」駅直結)

ＯＭＭ B1Fギャラリー

上田公認会計士事務所・日本クレアス
税理士法人は介護経営に特化した
会計事務所です。会計＆税務はもちろん、
人事労務・実地指導支援・申請代行・法律
相談までワンストップで解決！
介護経営に関するお悩み等が御座いま
したら弊事務所にお気軽にご相談下さい。

詳しくはHPをご覧くださ
い！

人気講師！

放課後等デイサービスは時間単位の算定！
就労支援事業は、移行実績を評価！
介護・障がいの共生型サービス創設！
重度者対応グループホーム創設！

を開催します。 セミナー内容以外のご相談も承りますので希望される

方は希望日を右にご記入ください。 □個別相談を希望( 月 日 午前・午後 ）

居宅介護支援管理者は主任ケアマネ限定？
生活援助が回数制限、固定報酬制導入か
介護度を引き下げたら算定出来る新加算
福祉用具貸与は上限価格導入へ
障害福祉併設の共生型サービスを創設
通所介護に9時間以上11時間未満を新設か
訪問看護はリハビリ訪問に規制強化へ
高齢者住宅併設事業所が危機的状況に


